
 

 

 

 

市では、保育施設等を利用しているお子さんの保護者が育児休業を取得する際に、待機

児童対策等のため、お子さんが未満児クラス（０歳児～２歳児）の場合には、これまで一

旦退園をしていただいておりましたが、在籍園で継続的に保育を行うことにより保護者の

育児休業終了後のスムーズな職場復帰を支援するため、令和８年4月からは未満児クラス

（０歳児～２歳児）のお子さんについても、継続してこども園・保育園を利用していただ

けます。（育児休業取得を理由とした新規入園・転園はできません。） 

ただし、継続利用は必須ではありませんので、ご家庭で保育が可能な方はできる限りご

家庭で保育をしていただき、他に保育を必要とされる方々が広く保育施設を利用できるよ

うご協力をお願いいたします。 
 

＊3歳児クラス以上（年少～年長）のお子さんについては、これまで同様、１号認定（教育部）へ認

定変更することにより、継続してこども園を利用いただけます。 

＊千寿の里愛保育園の3歳児クラス以上（年少～年長）のお子さんについては、２号認定（育児休業）

により継続して保育園を利用いただけます。 

 
 

☆育児休業取得中に継続利用できる条件 

育児休業取得開始日時点で、以下①～③をすべて満たす場合のみ継続利用ができます。 
   
①育児・介護休業法に定める育児休業（※）を取得中または取得する場合 
 （※原則、育児休業給付金・育児休業手当金の受給期間と一致します。） 

 

②保育の必要性が「妊娠・出産」から「育児休業」に変更となる場合 
 

  ③在籍中の園にキャンセル待ちの方がいない場合 
 
 
☆育児休業取得中に継続利用できる期間 

保育の必要性「「妊娠・出産」の認定期間が終了する月の翌月から、育児・介護休業法に

定める育児休業が終了する月の前月末まで。 

 ただし、保育の必要性「育児休業」以外の事由で認定を受けた者が、新たに入園するこ

とにより、在籍園の受入可能人数を超過する場合は、新たな入園者の入園日前日まで。 
 

【利用できる期間のイメージ】 
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【未満児クラス在園児保護者の育児休業後の職場復帰支援】 

育児休業取得中の保育施設の継続利用について 



☆育児休業取得中の園の利用時間・条件など 

育児休業取得中の園の利用時間・条件などは、以下のとおりです。 

・利用できる最大時間は８時３０分～１６時３０分まで。（保育短時間認定） 

・早朝保育、延長保育、土曜保育、希望保育、保育士研修日及び警報発令時は利用不可。 
 
 

☆育児休業取得中に継続利用するための申請期限及び提出書類 

保育の必要性「妊娠・出産」の認定期間が終了する月の２０日まで（２０日が閉庁（閉

園）日の場合は前開庁（開園）日まで）に、以下の書類をすべて揃えて園へご提出くださ

い。（各書類は園またはこども家庭課にご用意しております。） 

＊提出期限を超過した場合は、理由の如何を問わず継続利用を認定できません。 
 
□「支給認定変更申請書 

□「育児休業に伴う保育施設利用に関する誓約書 

□「児童手当及び特例給付に係る学校給食費等の未納金徴収等に関する申出書 

□「育児休業取得期間及び復職日（予定含む）の記載がある就労証明書 

（育児休業期間及び復職日の記載がない就労証明書が提出された場合は、継続利用を

認定できません。） 

 

 

＊在籍園のキャンセル待ちなどの状況により、育児休業取得中の継続利用ができない場

合があります。継続利用を希望される方は「就労等」から「妊娠・出産」への認定変更

時など、お早目に園またはこども家庭課へご相談ください。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

瑞浪市上平町一丁目１番地 

瑞浪市役所 

健康福祉部こども家庭課こども園係 

☎０５７２－６８－２１１４（直通） 


